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諮問第２５号参考資料 

１ 

審査請求に係る審査庁である市の見解 

 

１．本 件 処 分 の 内 容  平成２８年１月分の下水道使用料督促処分 

 

２．審査請求の要旨に対する審査庁である市の見解 

審査請求の要旨 審査庁である市の見解 

「実費徴収が原則であ

る督促手数料について、

これを徴収しないことと

した青森市下水道条例改

正が誤りであること、過

てる青森市下水道条例を

根拠にした、本件審査請

求に係る処分は違法であ

り、取り消されるべきで

あること、何に対する督

促なのか特定していない

本件督促状は地方自治法

に規定する督促状として

の要件を欠くものであ

る」との主張について 

処分庁である企業局長からの弁明書によれば、「当職は､青森市事務の委任及び

補助執行に関する規則第６条（企業局長への委任）の規定により「下水道使用料

の徴収（地方自治法第２３１条の３第２項から第４項までの規定による手数料及

び延滞金並びに滞納処分に関する事務を除く。）及び還付に関する事務」を受任

しており、本件督促状による処分は、関係法令に基づき行った処分である」旨の

弁明がなされていることから、本件処分に至る手続及びその根拠となる関係法令

を確認した。 

まず、下水道使用料の督促に関する事務についてであるが、青森市事務の委任

及び補助執行に関する規則第６条の規定に基づいて企業局長に事務を委任して

おり、企業局長が本件処分の正当な処分権限を有する者であることは明らかであ

るものと考える。 

次に、本件処分に関する事務についてであるが、青森市下水道条例第３０条の

２第１項及び第２項の規定によれば、納期限を過ぎても使用料を完納しない者が

あるときは、納期限後２０日以内に督促状を発行しなければならないとされてお

り、また、その発行の日から１５日以内において納付すべき期限を指定しなけれ

ばならないとされており、これらの規定のとおり行われていることを確認した。 

次に、「本件督促状には下水道使用料等と記載されているが、下水道使用料等

の意味は不明である。何に対する督促なのか特定していない本件督促状は地方自

治法に規定する督促状としての要件を欠くものである」との主張についてである

が、処分庁である企業局長からの弁明書によれば、「本件督促状には、「下水道使

用料等」という記載をしているが、これは「下水道使用料」と「農業集落排水施

設使用料」を合わせて「下水道使用料等」と表記している。この表記は下水道使

用料と農業集落排水施設使用料はともに使用場所毎に徴収しているため下水道

使用料と農業集落排水施設使用料の督促を１件の督促状で行うことはあり得な

いことから行っているものであり、当局では、本件督促状のみならず、使用水量

のお知らせ等、下水道使用者及び農業集落排水施設使用者に対し発するものすべ

てに統一的にこの表記をしている。審査請求人は下水道を使用していることか

ら、本件督促状の「下水道使用料等」とは「下水道使用料」のことを指しており、

地方自治法第２３１条の３第１項の規定に反するものではない」旨の弁明がなさ

れている。 

この取扱いからすると、本件督促状における「下水道使用料等」との記載が違

法であるとはいえないものと考える。 

地方自治法を確認したところ、同法第２３１条の３第１項では「分担金、使用
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料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納

付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促

しなければならない。」と規定しており、このことからすれば、納入期限が記載

されている本件督促状は、地方自治法に規定する督促状としての要件を欠いてい

るとはいえないものと考える。 

したがって、本件処分は、関係法令を遵守して適正に行われており、違法・不

当であるということはいえないものと考える。 

また、審査請求人は、審査請求書及び本件審査請求に関する口頭意見陳述等の

中で種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも審査庁が審査すべき事

項に当たらず、審査請求人の主張は採用することができないものと考える。 

 

３．結論 

 上記２のとおり、本件処分について、審査請求人の主張する違法性は認められないものと考える。 


